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 通知情報に対する「重要度」の判断基準を以下に示します。 

 

 「重要度」の判断基準 

「重要度」の判断基準 
項番 

①定例／異例 ②後続事務の有無 
重要度 

1 異例 ‐ 高 

2 定例 有 中 

3 定例 無 なし 

 

① 定例／異例 

（a） 定例 

・ 日々計画的に作業を実施することが想定されるもの 

・ 日々計画的ではなく、比較的頻度は少ないが、通常の手続きの中で取り扱いが想定されるもの 

（b） 異例 

・ 想定外のイベントにかかる通知 

・ 通常の手続きの中での取り扱いが困難で、異例作業が想定されるもの 

 

② 後続事務の有無 

「判断基準①＝異例」の場合は、必ず後続事務が発生する想定のため、「判断基準①＝定例」の場合のみ

後続事務の有無で重要度を細分化する。 

（a） 有 

・ 通知情報の内容を確認の上、他画面への遷移や、後続事務が想定されるもの 

（b） 無 

・ 後続事務がなく、内容を確認するのみの通知 

 

 

通通知知情情報報（（「「重重要要度度」」のの判判断断基基準準））  




